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１　総則
[bookmark: _Toc221884210]（1）目的
この規程は、≪登録訓練機関名（以下「○○」という。）≫が、航空法（以下「法」という。）第99条の２の規定により、国土交通大臣の登録を受けた登録訓練機関として、法第71条の５の規定による技能発揮訓練を行うに当たり、当該訓練に係る事務（以下「訓練事務」という。）を適切かつ円滑に行うため、法第99条の７の規定に基づき定めるものである。
[bookmark: _Toc221884211]（2）基準への適合
≪登録訓練機関名≫は、登録訓練機関として関係法令、告示及び通達（以下「関係法令等」という。）並びに本規程を遵守しなければならない。
[bookmark: _Toc221884212]（3）規程の管理
≪登録訓練機関名≫は、法第99条の７の規定に基づき本規程を制定した場合は、≪○○≫航空局長に届け出る。また、本規程を常に最新の内容に維持するとともに、変更を行った場合も≪○○≫航空局長に届け出る。
[bookmark: _Toc221884213]（4）定義
① 「告示」とは、「登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示」をいう。
② 「要領」とは、安全政策課長通達「登録訓練機関の登録等に関する取扱要領」をいう。
③ その他、関係法令等において使用する定義の例による。

[bookmark: _Toc221884214]２　訓練事務を行う事務所
訓練事務を行う主たる事務所は以下のとおり。
	名　称
	

	所在地
	



[bookmark: _Toc221884215]３　訓練を行う事務所
訓練を行う事務所は以下のとおり。
	名　称
	所　在　地

	
	

	
	


[bookmark: _Toc221884216]４　管理者に関する事項
[bookmark: _Toc221884217]（1）管理者の氏名、研修等
	氏　名
	生年月日
（満年齢）
	専任又は講師
との兼任の別
	研修日・研修実施者（※）

	
	   　　　　　　
	
	(研　修　日)
(研修実施者)

	
	   　　　　　　
	
	(研　修　日)
(研修実施者)


（※）管理者は、知識及び能力の維持のため、告示第２条第１項に規定する研修を受講し、要領の様式７（研修実施日及び研修を行った者を記載）を≪○○≫航空局長あてに提出する。なお、管理者に対する研修は、研修を適切かつ確実に行うことができると≪○○（役員、代表者など）≫が認めた者が行う。
[bookmark: _Toc221884218]（2）管理者は、登録訓練機関の業務を統括管理し、次に掲げる職務を行う。
・ 登録訓練機関の運営管理
[bookmark: _Hlk210143592]・ 登録訓練機関の施設及び設備並びに訓練教材の管理
・ 告示第２条第１項に規定する研修の受講
・ 講師に対し、告示第２条第２項に定める研修を行わせること
・ 訓練事務に関する適切性の確認
・ 受講者の個人情報を適切に管理すること
・ 本規程の最新性の管理
[bookmark: _Toc221884219]（3）管理者の経歴
≪管理者の経歴は、別添「履歴書」のとおり。≫

[bookmark: _Toc221884220]５　講師（講師の監督下で訓練を支援する者を含む。以下同じ）に関する事項
[bookmark: _Toc221884221]（1）講師の氏名等
	氏　名
	生年月日
（満年齢）
	技能証明の資格、
限定及び番号
	担当科目
	研修日・研修実施者(※)

	
	
	(資格)
(限定)
(番号)　　　　　　　　
	・
・
・
	(研　修　日)
(研修実施者)

	
	
	(資格)
(限定)
(番号)　　　　　　　　
	・
・
・
	(研　修　日)
(研修実施者)


（※）講師は、知識及び能力の維持のため、告示第２条第２項に規定する研修を受講し、要領の様式７（研修実施日及び研修を行った者を記載）を≪○○≫航空局長あてに提出なければならない。なお、講師に対する研修は、研修を適切かつ確実に行うことができると≪○○（役員、代表者、管理者など）≫が認めた者が行う。

[bookmark: _Toc221884222]（2）講師の職務
講師は、次に掲げる職務を行う。
・ 受講者の出席確認
・ 訓練の実施及び訓練中における受講者の監視
・ 訓練修了の報告
・ 告示第２条第２項に規定する研修の受講

[bookmark: _Toc221884223]６　訓練に必要な教材
訓練で使用する教材は≪○○○○（標準教材又は標準教材以外の教材）≫とし、最新の教材を使用する。

[bookmark: _Toc215590096]（補足）
・標準教材以外を使用する場合は、当該教材の教材名及び著作者を明記すること。
・標準教材以外を使用する場合は、「当該教材は標準教材と同等以上の内容であり、技能発揮訓練の趣旨に合致した内容であることを確認する。」旨を明記すること。
・附帯訓練として模擬飛行装置等を使用する場合は当該装置の型式、所有者、装置の種類及び区分、認定の有無並びに模擬対象とする航空機の型式を明記すること。

[bookmark: _Toc221884224]７　訓練の受講申請に関する事項
[bookmark: _Toc221884225]（1）訓練受講申請書
訓練を受けようとする者に対し、以下に掲げる事項が記載された訓練受講申請書（参考：別紙〇）及び最近の顔写真がある身分証明書の写し（運転免許証、マイナンバーカード等）を受講希望日の≪〇日前≫までに、≪〇〇〇〇（郵送、電子メール等）≫により提出させる。（補足）
申請書のサンプルは別添のとおりだが、Webサイトからの申し込み等による電子的な方法による申請を妨げるものではない。

・ 訓練を受けようとする者の氏名、住所及び生年月日
・ 連絡先（電話番号及びメールアドレス）
・ 訓練受講希望日
・ 技能証明の資格、限定（等級）及び番号（操縦技能証明を有する場合）
		※操縦技能証明書の写しを添付させる。
・ 修了証明書番号及び有効期限（現に有効な修了証明書の交付を受けている者に限る。）
・ その他必要な事項（訓練を受けようとする者のインターネット環境（オンライン訓練の場合に限る）等）
[bookmark: _Toc221884226]（2）訓練受講申請書の受理及び通知
① 申請書が提出された場合は、原則として先着順に受付を行い、特定の者に対して不当な差別的な扱いを行わない。
② 申請書の記載に不備がなければ申請書を受理し、受講日時、事務手数料の支払いその他必要事項を通知する。

[bookmark: _Toc221884227]８　訓練の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
[bookmark: _Toc221884228]（1）訓練料金（個人）
訓練の料金は下表のとおりとする。（税込）
	訓練料金（修了証明書交付手数料を含む。）
	≪　　　　　　≫ 円

	附帯訓練等その他の料金（必要に応じ）
	≪　　　　　　≫ 円


訓練料金の算出根拠は下表のとおりとする。（税込）
	1時間当たりの訓練料
	≪　　　　　　≫ 円

	修了証明書交付手数料
	≪　　　　　　≫ 円

	附帯訓練等の内訳（必要に応じ）
	≪　　　　　　≫ 円


[bookmark: _Toc221884229]（2）訓練料金（団体）（必要に応じ）
訓練の料金は下表のとおりとする。（税込）
	訓練料金（講師派遣料を含む。）
	≪　　　　　　≫ 円

	修了証明書交付手数料（1名当たり）
	≪      　　　≫ 円　　　　　

	附帯訓練等その他の料金（必要に応じ）
	≪　　　　　　≫ 円


訓練料金の算出根拠は下表のとおりとする。（税込）（補足）
団体訓練に関して、人数や時期等により訓練料金が変動する場合は、その旨を記載すること。

	1時間当たりの訓練料
	≪   　　　 　≫ 円

	附帯訓練等の内訳（必要に応じ）
	≪      　　　≫ 円　　

	その他（講師派遣料、交通費等）
	≪      　　　≫ 円


[bookmark: _Toc221884230]（3）支払い方法
① 訓練料金の支払い方法は、≪○○○〇（現金、振込等）≫とする。
② 訓練料金は以下に掲げる場合を除き、原則返金しない。
・ ≪登録訓練機関名≫の責に帰するべき事由により訓練が行われなかった場合
・ 訓練実施日の≪〇日前≫までに受講申請の取消しの申し出があった場合
・ その他≪登録訓練機関名≫が認めた場合

[bookmark: _Toc221884231]９　修了証明書の交付及び再交付に関する事項
[bookmark: _Toc221884232]（1）修了証明書の交付方法
① 訓練を修了した者に対し、以下に掲げる事項が記載された修了証明書≪別紙〇≫を≪○○（手交、メール等）≫により交付する。（補足）
電磁的方法により交付する場合は、「なお、訓練を修了した者に対し、修了証明書を印刷し携帯することを伝える。」を記載すること。

・ 訓練を修了した者の氏名及び生年月日
・ 技能証明の番号（操縦技能証明証を有する場合に限る。）
・ 修了証明書の番号（≪登録訓練機関の登録番号 － 〇〇（暦年の西暦下二桁）－〇〇〇（当該年における通し番号）号≫）
・ 訓練の修了日
・ 有効期間（訓練修了日から２年が経過する日の前日まで）
・ 修了証明書の交付年月日
・ 登録訓練機関の氏名又は名称
② 修了証明書を交付した日から２週間以内に以下に掲げる事項を記載した「修了証明書の交付に係る報告書」を電子メールにより≪○○≫航空局長に報告する。（補足）
「修了証明書の交付に係る報告書」は、要領に定める「様式10」及び「様式10の別紙」を用いること。

・ 訓練を修了した者の氏名、住所及び生年月日
・ 修了証明書の番号
・ 技能証明の資格、限定（等級）及び番号（操縦技能証明を有する者に限る。）
・ 訓練修了日
・ 修了証明書を交付した日
③ 修了証明書を交付した日から３年間、交付した修了証明書の写しを保管する。再交付の場合も同様とする。
[bookmark: _Toc221884233]（2）修了証明書の再交付
[bookmark: _Hlk220081021]① 修了証明書の再交付に当たっては、再交付を受けようとする者に対し、以下に掲げる事項が記載された修了証明書再交付申請書≪別紙〇≫及び本人確認ができる書類（操縦技能証明書の写し等）を≪郵送、電子メール等≫により提出させる。（補足）
申請書のサンプルは別添のとおりだが、Webサイトからの申し込み等による電子的な方法による申請を妨げるものではない。

・ 再交付を受けようとする者の氏名、住所及び生年月日
・ 連絡先（電話番号及びメールアドレス）
・ 訓練を修了した日
・ 修了証明書の番号（把握している場合）
・ 技能証明の資格、限定（等級）及び番号（操縦技能証明を有する場合）
・ 再交付の理由
② 再交付に当たっての必要事項が提出され、再交付の理由が妥当と認められる場合には、（１）①に準じて修了証明書の再交付を行う。交付方法は、≪○○（手交、メール等）≫による行う。なお、再交付された修了証明書には再交付である旨（複数回再交付を受けた場合は〇回目再交付と記載）を記載するとともに、再交付する修了証明書の交付年月日は再交付した年月日とし、それ以外は当初の修了証明書の記載のままとする。
③ 再交付手数料は以下のとおり
	再交付手付料
	円／人


[bookmark: _Toc221884234]（3）修了証明書の交付に関する記録
適正な修了証明書の交付及び再交付を証するため、修了証明書交付記録簿≪別紙〇≫を作成し、以下の事項を記録するとともに、修了証明書を交付した日から３年間保存する。（補足）
・修了証明書交付記録簿のサンプルは別添のとおり。
・以下に掲げる事項を帳簿に記録する場合は、上記に代え「適正な修了証明書の交付及び再交付を証するため、修了証明書交付記録簿に代え、以下の事項を帳簿に記録する。」と記載すること。

・ 訓練を修了した者の氏名（再交付の場合は再交付を受けようとする者の氏名）
・ 修了証明書の番号
・ 訓練修了日
・ 修了証明書を交付した日（再交付の場合は再交付した日）
・ 訓練を担当した講師
・ 申請を受理した日（再交付の場合は再交付申請を受理した日）
・ その他必要な事項（再交付の場合は再交付理由等）

[bookmark: _Toc221884235]10　訓練の日程・訓練の実施方法・公示方法
[bookmark: _Toc221884236]（1）訓練の日程
訓練は、年度ごとに実施計画を作成し、実施時期は以下のとおりとする。
≪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≫
[bookmark: _Toc221884237]（2）訓練の実施方法
訓練は≪○○〇〇（集合形式、オンライン形式等）≫により行う。
[bookmark: _Toc221884238]（3）公示方法
次に掲げる事項を≪○○〇〇（Webサイト等）≫にて公示するとともに、公示する内容は常に最新の情報を維持する。
・ 詳細な訓練日程
・ 訓練の方法（集合／オンラインの別）及び定員（集合訓練の場合は、訓練を行う場所も公示）
・ 訓練科目及び内容並びに時間割
・ 訓練の料金

[bookmark: _Toc221884239]11　訓練が行われていることを管理者が定期的に確認する方法
管理者は、要領５.（７）の規定により、下表左欄に定める確認事項について右欄に定める方法により、訓練事務が適切かつ公正に行われていることを定期的（少なくとも１年に１回）に確認し、結果を記録する。この結果、不適切な事項が確認された場合は是正を行うとともに、再発を防止するための対応を講じた上で、≪○○≫航空局長に報告することとする。ただし、修了者に対して訓練のやり直しが必要な場合等、確認された不適切な事項の影響が大きいと見込まれる場合には再発防止策の検討を待たずに直ちに≪〇〇≫航空局長に報告する。
	確認事項
	方　法

	訓練の実施
	訓練に立ち会い、告示第１条に掲げる基準を満たしていることを確認する。

	修了証明書の交付（再発行を含む）
	要領５.（３）及び（４）の基準並びに本規程９に従い、以下が適切に行われていることを確認する。
・適切に修了証明書交付記録簿に記録されていること（補足）
９（３）に従い、記録簿を作成している場合に限る。

・訓練を修了した者に対し修了証明書が交付されていること
・修了証明書を交付した日から２週間以内に≪○○≫航空局長あて必要な事項が報告されていること

	帳簿の記載
	要領５.（５）及び本規程12に従い、必要な事項が記載され、適切に保管されていることを確認



[bookmark: _Toc221884240]12　帳簿の作成及び管理方法
≪登録訓練機関名の担当者≫は、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、訓練を修了した日から３年間保存する。
・ 管理者及び講師の研修に関する記録
・ 訓練受講申請に関する記録
・ 訓練料金等の収納に関する記録
・ 訓練実施記録（訓練を行った日時、担当した講師名、集合訓練の場合は訓練を行った事務所、受講者名を含むこと）
・ 修了証明書再交付申請に関する記録
・ 組織体制の変更に関する記録
・ 教材の変更に関する記録
・ 管理者が行う訓練事務の定期確認に関する記録
[bookmark: _Toc221884241][bookmark: _Toc221884242]13　財務諸表等の作成及び管理方法（補足）
・９（３）に掲げる事項を帳簿に記録する場合は、当該項目も記載すること。
・帳簿のほか、訓練受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録も３年間保存する必要がある。

≪登録訓練機関名の担当者≫は、毎事業年度経過後３月以内に、その事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を作成し、５年間、訓練事務を行う主たる事務所に備え置く。
なお、訓練を受けようとする者その他の利害関係人から、業務時間内に法第99条の９第２項の規定による請求があった場合はこれを受付け、このうち、同項第２号又は第４号の請求を受ける場合の料金は、請求１件につき≪〇〇〇〇円（税込）≫の費用を請求する。

[bookmark: _Toc221884243]14　訓練事務に関する秘密の保持に関する事項
訓練事務を通じて知り得た秘密を保持するため、次に掲げる事項を厳守すること。
・ 管理者及び講師を含め訓練事務に従事する者は、訓練事務に関して知り得た秘密を洩らし、又は盗用してはならず、その任を退いた後も同様とする。
・受講者の個人情報の漏えいを防ぐための手順は以下のとおり。
≪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≫

例）
・訓練受講申請書や修了証明書の交付に係る報告書等、個人情報が記載された書類を取扱う者は、業務上必要な者に限定する。
・電子化された個人情報へアクセスする場合はパスワードを要求する。
・パスワードは英数字・記号を含む複雑なものとし定期的に変更する。
・パスワードは関係者以外に触れないよう保護する。
・電子化された個人情報のアクセス記録を保存する。
・電子化された個人情報をUSBメモリや外部ストレージにコピーすることを禁止する。
・個人情報の漏えいが発覚した場合、速やかに責任者に報告する。


[bookmark: _Toc221884244]15　訓練事務に関する公正の確保に関する事項
訓練事務の公正を確保するため、次に掲げる事項を遵守すること。
・ 訓練事務を実施するに当たり、訓練を受けようとする特定の者に対して不当に差別的な扱いをしない。
・ 訓練事務を行う者は、関係法令等を遵守し、訓練事務を厳格かつ適正に行う。
・ 管理者は、訓練事務が適切かつ公正に行われていることを定期的（少なくとも１年に１回）に確認し、その結果を記録する。

[bookmark: _Toc221884245]16　受講者の不正行為に関する事項
講師は、受講者の不正行為の防止を図るため、訓練開始前の本人確認や注意喚起、訓練実施中における受講者の監視等、受講者が適切に訓練を受けていることを確認すること。
≪登録訓練機関名≫は、受講者の不正が発覚した場合は、当該受講者の訓練は無効とし、≪○○≫航空局長に以下（２）に掲げる事項を電話又は電子メールにより報告しその指示に従うこと。
[bookmark: _Toc221884246]（1）不正の内容
・ 虚偽の内容を故意に申請した場合
・ 訓練受講申請書に記載のある者になりすまし、別の者が訓練を受講した場合
・ 訓練中における離席、居眠り、訓練に関係ない行動等、不適切な行為が認められた場合
[bookmark: _Toc221884247]（2）報告事項
・ 不正を行った受講者の氏名、住所及び連絡先（電話番号及びメールアドレス）
・ 訓練受講日
・ 技能証明の資格、限定（等級）及び番号（操縦技能証明を有する場合）
・ 不正の内容

[bookmark: _Toc221884248]17　その他訓練事務に関し必要な事項（必要に応じ）
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別添：（訓練受講申請書のサンプル）


[bookmark: _Hlk220080519]訓練受講申請書

年　　月　　日

○○○○〇〇　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者名　○○○○〇


	訓練を受ける者
	氏　　名
	

	
	住　　所
	

	
	生年月日
	

	
	連 絡 先
	電話番号 ： 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： 

	訓練受講希望日
	　　　　　　〇〇年○○月○○日　

	操縦技能証明書（注）
	資　　格
	

	
	限定(等級)
	

	
	番　　号
	

	その他事項
	


（注）
・ 操縦技能証明書の写しを添付すること。・ 操縦技能証明書を有しない場合は空白とし、「その他事項」にその旨を記載すること。

別添：（修了証明書再発行申請書のサンプル）


修了証明書再発行申請書

年　　月　　日

○○○○〇〇　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者名　○○○○〇


	再交付を受けようとする者
	氏　　名
	

	
	住　　所
	

	
	生年月日
	

	
	連 絡 先
	電話番号 ： 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： 

	訓練を修了した日
	　　　　　〇〇年○○月○○日　

	修了証明書の番号
（把握している場合）
	

	操縦技能証明書（注）
	資　　格
	

	
	限定(等級)
	

	
	番　　号
	

	再交付の理由
	


（注）
・ 操縦技能証明書の写しを添付すること。
・ 操縦技能証明書を有しない場合は空白とし、「その他事項」にその旨を記載すること。

別添：（修了証明書のサンプル）

△－〇〇〇－×××号　　　　　号

氏名
技能発揮訓練 修了証明書
航空法第99条の６第２号の規定により、修了証明書を交付する。
有効期間	年　　月　　日から
		年　　月　　日まで
生年月日
訓練修了日
　　年　　月　　日
登録訓練機関名
技能証明の番号





別添：（修了証明書交付記録簿のサンプル）

	訓練を修了した者の氏名
	申請書受理日
（再交付申請日）
	訓練修了日
	修了証明書番号
	修了証明書交付日
（再交付日）
	担当講師
	その他事項

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




